
国外転出時課税制度（出国税）の導入



1

© 2015 KPMG Tax Corporation, a tax corporation incorporated under the Japanese CPTA Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG Insight  Vol. 12 / May 2015

税務トピック

国外転出時課税制度（出国税）の導入
KPMG 税理士法人　タックステクニカルセンター

マネジャー　山崎　沙織

2015年度税制改正において、個人が国外転出する時に有する株式等に係る未実
現のキャピタルゲイン等に対して課税する国外転出時課税制度（いわゆる出国
税）が導入され、2015年 7月1日から適用されることとなりました。
本稿では、国外転出時課税制度の概要をご紹介するとともに、国外転出時課税
制度の導入に伴い見直されることとなった財産債務明細書の提出制度に関する
改正内容についてもお知らせいたします。

 

【ポイント】
◦  国境を越えた人の動きに係る租税回避を防止する観点から、出国時におけ

る株式等に係る未実現のキャピタルゲイン等に対して課税する国外転出時
課税制度が導入される。

◦  出国の場合だけでなく、贈与等（贈与、相続または遺贈）により含み益を
有する株式等を非居住者に移転した場合にも、その株式等に係る未実現の
キャピタルゲイン等が実現したものとみなして、国外転出時課税制度が適
用される。

◦  国外転出時課税制度では、未実現のキャピタルゲイン等に課税することと
なるため、納税資金が十分でない可能性に配慮し、納税猶予制度が設けら
れている。

◦  国外転出時課税制度の適用を受けた場合であっても、出国後一定期間内に
株式等を売却せずに帰国した場合には、課税を取消すことができる措置が
設けられている。

◦  国外転出時課税制度の創設に伴い、所得税・相続税の申告の適正性を確保
するため、財産債務明細書について、記載内容の充実が図られるとともに、
提出の有無等により所得税・相続税に係る過少申告加算税等を加減算する
インセンティブ措置が設けられた。

Ⅰ 国外転出時課税制度の導入の背景

株式等のキャピタルゲインについては、租税条約上、一定
の場合を除き、その株式等を売却した者が居住している国
に課税権があるとされています。これまでは、こうした法制
度を利用して、個人が含み益を有する株式等を保有したまま
キャピタルゲイン非課税国（たとえば、シンガポール、香港、

ニュージーランド等）に出国し、その後に売却することにより、
キャピタルゲインに対する課税を回避することが可能となって
いました。

このような税負担の回避は、日本だけでなく他国においても
問題視されており、先進諸国（アメリカ、イギリス、ドイツ、
フランス、イタリア、カナダ等）では、出国時に有する資産に
係る未実現のキャピタルゲインに対して特例的に課税する措
置等が設けられています。

また、現在G20/OECDが推進しているBEPSプロジェクト
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（国際的な租税回避を各国で協調して防止することにより、公
平な課税を実現し、税制に対する納税者の信頼を確保するた
めの取組み）において、昨年9月に公表されたAction 6（租税
条約の濫用防止）に関する報告書では、租税回避防止措置とし
て出国時における未実現のキャピタルゲインに対して課税す
る制度を国内法に定めることは、租税条約に抵触しないこと
が示唆されました。

こうした流れを受け、日本においても国境を越えた人の動き
に係る租税回避を防止する観点から、2015年度税制改正にお
いて、国外転出時課税制度が導入され、2015年7月1日から適
用されることとなりました。

Ⅱ 国外転出時課税制度の概要

1. 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例

含み益を有する株式等を保有したまま出国し、その後に売
却することにより、日本での譲渡所得課税等を回避することを
防止するための措置として、個人が国外転出する時に有する
株式等に係る未実現のキャピタルゲイン等に対して課税する
譲渡所得課税等の特例制度が導入されます。

（1）	適用対象者および対象資産

適用対象者 国外転出（*1）をする居住者で以下の 2つの要件を
満たす者
①		以下の対象資産の価額等の合計額が1億円以
上であること

	 ◦		国外転出時に保有する対象資産①の価額
	 ◦		国外転出時に契約を締結している対象資産

②のみなし決済損益の金額
②		国外転出の日前10 年以内に、国内に住所また
は居所を有していた期間（*2）の合計が 5 年超で
あること

対象資産 ①		所得税法に規定する有価証券、匿名組合契約
の出資の持分

②		未決済のデリバティブ取引・信用取引・発行日
取引

（*1）  国外転出とは、国内に住所および居所を有しないこととなること
をいいます。

（*2）  「国内に住所または居所を有していた期間」には、納税猶予（下記
（5）②参照）を受けている期間が含まれることとされている一方、
出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格をもって在留して
いた期間は除かれます。また、経過措置により、2015 年 6 月 30 日
までに別表第二の在留資格で在留している期間についても「国内
に住所または居所を有していた期間」から除かれることとされて
います。出入国管理及び難民認定法における在留資格については、
図表 1をご参照ください。

   したがって、たとえば別表第一の 2 等に掲げる在留資格（いわゆる
就業ビザ）により一時的に日本に滞在する外国人駐在員は、国外
転出時課税制度の適用対象者から除かれることとなります。また、
別表第二に掲げる在留資格（永住者や日本人の配偶者等）により滞

在している外国人は、原則として本制度の適用対象とされますが、
経過措置により 2020 年 6 月 30 日までは適用を受けないこととなり
ます。

（2）	所得金額の計算
国外転出時に有する対象資産について、その国外転出の時

に以下の区分に応じて定められた価額等により譲渡等があっ
たものとみなして、譲渡所得等（事業所得、譲渡所得または雑
所得）を計算することとなります。

国
外
転
出
時
の
価
額
等

◦		国外転出の日の属する年
分の確定申告書の提出時
までに納税管理人の届出
をした場合

◦		納税管理人の届出をしな
いで国外転出をした日以
後にその年分の確定申告
書を提出する場合

◦		その年分の所得税につき
決定がされる場合

国外転出時における対象資
産の価額・みなし決済損益の
金額

◦		上記以外の場合

国外転出の予定日の 3月前
の日（同日後に取得した場合
は取得時）における対象資産
の価額・みなし決済損益の金
額

なお、（１）適用対象者の要件の①についても、上記の区分
に応じて定められた価額等を用いて判定します。

（3）	適用税率
原則として15.315％（復興特別所得税を含む）の税率が適用

されます。

（4）	申告納付手続
対象資産に係る未実現の譲渡所得等は、国外転出の日の属

する年分の他の所得とあわせて、以下の期日までに申告納税
することとされています。

図表1　出入国管理及び難民認定法における在留資格

別表第一

1 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道

2 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、
医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、
企業内転勤、興行、技能、技能実習

3 文化活動、短期滞在

4 留学、研修、家族滞在

5 特定活動

別表第二 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、
定住者

（別表第一の在留資格は、2015年 4月 1日付で改正されています。）
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申告期限 納付期限

国外転出時までに
納税管理人の届出
がある場合

翌年の確定申告	
期限（3/15）

◦		申告期限までに担保の提
供がある場合：

	 	納税猶予の適用あり（下
記（5）②～④参照）

◦		申告期限までに担保の提
供がない場合：

	 	確定申告期限（3/15）

国外転出時までに
納税管理人の届出
がない場合

国外転出日 国外転出日

（5）	制度の主な留意点
国外転出時課税制度には、以下の措置が設けられています

（図表2は以下の取扱いをフローチャートにまとめたものです）。

①	国外転出後5年以内に帰国した場合
	 ◦	 国外転出時課税制度の適用を受けた者が、国外転出の日

から 5 年以内に帰国（*）した場合には、帰国の日から 4 月
以内に更正の請求をすることにより、帰国時まで引き続き
有している対象資産に係る課税を取り消すことができます。

	 ◦	 10 年間の納税猶予（下記②参照）の適用を受ける場合に 
は、国外転出の日から10 年以内に帰国（*）したときも、こ 
の課税の取消しに係る規定の適用を受けることができます。

 （*）  帰国した場合のほか、（i）贈与により国外転出時に有していた対象
資産を居住者に移転した場合や、（ii）死亡したことにより、国外転
出時に有していた対象資産につき、一定の相続・遺贈により移転
を受けた相続人・受遺者のすべてが居住者となった場合にも、課
税の取消しに係る規定が適用されます。

②	納税猶予制度
 ◦  国外転出時課税制度の適用を受けた者は、以下のすべて

の要件を満たした場合に限り、5 年（申請により10 年）の
納税猶予が認められます。

  ⅰ  国外転出の日の属する年分の確定申告書に納税猶予を
受けようとする旨の記載があり、納税猶予分の所得税額
の計算に関する明細等の添付があること

  ⅱ  その年分の所得税の確定申告期限までに納税猶予分の
所得税額に相当する担保を提供すること

  ⅲ  国外転出時までに納税管理人の届出をすること

 ◦  納税猶予される所得税額は、以下の（i）の金額から（ii）
の金額を控除した金額とされます。

  ⅰ  国外転出の日の属する年分の確定申告に係る所得税額
  ⅱ  国外転出時課税制度の適用がないものとした場合にお

ける国外転出の日の属する年分の確定申告に係る所得
税額

 ◦  納税猶予を受ける者は、納税猶予の期限までの各年 12 月
31日（基準日）における納税猶予に係る対象資産に関する
継続適用届出書を、基準日の翌年 3 月15 日（提出期限）
までに、納税地の所轄税務署長に提出することとされてい
ます。

 ◦  継続適用届出書を提出期限までに提出しなかった場合に
は、その提出期限から 4 月を経過する日が、納税猶予の
期限となります。

③	納税猶予の期限までに対象資産の譲渡等をした場合
 ◦  納税猶予に係る所得税のうち譲渡等があった対象資産に

係る部分については、譲渡等の日から 4 月を経過する日を
もって納税猶予が終了し、納税義務が生じます。

 ◦  所得税を納付する際には、納税猶予がされた期間に係る
利子税をあわせて納付しなければなりません。

 ◦  譲渡価額等が国外転出時の価額等を下回るときは、譲渡
等の日から 4 月以内に更正の請求をすることにより、所得
税額を減額することができます。

図表2　国外転出時課税制度－フローチャート

（*）　10 年間の納税猶予の適用を受ける場合には、10 年以内

課税猶予期限到来

猶予期限内に譲渡納税猶予あり

国外転出時課税制度

納税猶予なし

5年以内（*）に帰国

5年以内に帰国

課税

課税の取消し可

但し、以下の場合には、更正の請
求により所得税の減額が可
・ 時価が下落した場合
・ 外国所得税が課された場合
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 ◦  その譲渡所得等に対して外国所得税が課される場合にお
いて、その外国で二重課税が調整されないときは、その外
国所得税を納付することとなる日から 4 月以内に更正の請
求をすることにより、その外国所得税を国外転出の日の属
する年において納付することとなるものとみなして、日本に
おいて外国税額控除の適用を受けることができます。

④	納税猶予の期限が到来した場合
 ◦  期限到来日に納税猶予に係る所得税について納税義務が

生じます。
 ◦  所得税を納付する際には、納税猶予がされた期間に係る

利子税をあわせて納付しなければなりません。
 ◦  期限到来日における対象資産の価額等が国外転出時の価

額等を下回るときは、期限到来日から 4 月以内に更正の請
求をすることにより、所得税額を減額することができます。

（6）	適用時期
国外転出をする場合の譲渡所得等の特例制度は、居住者が

2015年7月1日以後に国外転出をする場合について適用され 
ます。

2.  贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所
得等の特例

含み益を有する株式等を贈与等（贈与、相続または遺贈）に
より非居住者に移転した場合には、その贈与等の時に株式等
に係る未実現のキャピタルゲイン等が実現したものとみなして
所得税を課税する、上記1.と同様の特例制度が導入されます。

したがって、たとえばオーナー企業の経営者等が、その保
有する自社株式を非居住者に承継させるような場合には、本
制度の適用を受ける可能性がありますので留意が必要です。

（1）	適用対象者および対象資産

適用対象者 対象資産を贈与等により非居住者に移転する居住
者（以下の 2つの要件を満たす贈与者または被相
続人）
①		以下の対象資産の価額等の合計額が1億円以
上であること

	 ◦		贈与等の時に保有する対象資産①の価額
	 ◦		贈与等の時に契約を締結している対象資産

②のみなし決済損益の金額
②		贈与等の日前10 年以内に、国内に住所または
居所を有していた期間（*）の合計が 5 年超である
こと

対象資産 ①		所得税法に規定する有価証券、匿名組合契約
の出資の持分

②		未決済のデリバティブ取引・信用取引・発行日
取引

（*）  「国内に住所または居所を有していた期間」には、納税猶予（上記
1.（5）②参照）を受けている期間が含まれることとされている一方、
出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格をもって在留して

いた期間は除かれます。また、経過措置により、2015 年 6 月 30 日
までに別表第二の在留資格で在留している期間についても「国内
に住所または居所を有していた期間」から除かれることとされて
います。出入国管理及び難民認定法における在留資格については、
図表 1をご参照ください。

（2）	所得金額の計算
贈与等の時に、その時における価額等で対象資産の譲渡等

があったものとみなして、譲渡所得等を計算することとなり 
ます。

（3）	適用税率
上記1.（3）と同様、原則として15.315％（復興特別所得税を

含む）の税率が適用されます。

（4）	申告納付手続
①	贈与の場合

対象資産に係る未実現の譲渡所得等は、贈与の日の属する
年分の他の所得とあわせて、その年分の所得税に係る確定申
告期限（3/15）までに申告納税することとされています。ただ
し、確定申告書に納税猶予の適用を受けようとする旨の記載
および必要書類の添付があり、確定申告期限までに担保を提
供した場合には、納税猶予の適用が認められます。

②	相続または遺贈の場合
対象資産に係る未実現の譲渡所得等は、相続または遺贈の

日の属する年分の他の所得とあわせて、相続人がその被相続
人に係る準確定申告書の提出期限（相続開始があったことを
知った日の翌日から4月を経過した日の前日）までに申告納税
することとされています。ただし、準確定申告書に納税猶予
の適用を受けようとする旨の記載および必要書類の添付があ
り、準確定申告書の提出期限までに相続人が担保を提供した
場合であって、対象資産を取得した非居住者の全員が納税管
理人の届出をしたときは、納税猶予の適用が認められます。

（5）	制度の主な留意点
上記1.（5）とほぼ同様の措置が設けられていますが、たとえ

ば以下の相違点があるため、留意が必要です。
 ◦  相続または遺贈の場合には、被相続人の所得税の申告納

税義務は相続人に承継されるため、納税猶予の申請や継
続適用届出書の提出、更正の請求の手続等は相続人が行
うこととされています。

 ◦  贈与により対象資産の移転を受けた非居住者で贈与者か
ら納税猶予を受けている旨および納税猶予期限の通知を
受けた受贈者が、納税猶予の期限までにその対象資産の
譲渡等をした場合には、その譲渡等の日から 2 月以内に、
譲渡等をした旨、譲渡等をした対象資産の種類・銘柄等
の事項を贈与者に対して通知することとされています。

 ◦  対象資産の移転を受けた非居住者である受贈者・相続人
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等が、納税猶予の期限までに対象資産の譲渡等をしたこ
とにより、その譲渡所得等に対して外国所得税が課される
場合においても、二重課税の問題は生じないため、外国
税額控除の適用はありません。

（6）	適用時期
贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等

の特例制度は、2015年7月1日以後の贈与等について適用され
ます。

3.  外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得
等の特例

外国で日本の国外転出時課税制度に相当する規定の適用を
受け、外国所得税を課された居住者が、その課税対象となっ
た資産の譲渡等をしたときは、所得金額の計算上、外国で課
税対象とされた価額をその資産の取得価額等とすることによ
り、二重課税の調整が行われます。

この特例規定は、2015年7月1日以後に外国における国外転
出に相当する事由等が生ずる場合について適用されます。

4. 地方税（個人住民税）の取扱い

現行法上、個人住民税は1月1日に日本国内に住所を有する
者の前年の所得に対して課税することとされています。その
ため、年の途中で出国した者については、翌年1月1日に日本
国内に住所を有しないこととなるため、出国した年中に生じた
所得（キャピタルゲイン等）に対して個人住民税は課税されま
せん。

この現行法における取扱いとの整合性から、未実現のキャ
ピタルゲインに課税する国外転出時課税制度（上記1. ～ 3.の規
定）は、個人住民税には適用しないこととされています。ただ
し、個人住民税に対する国外転出時課税制度の導入について
は、引き続き検討を行うこととされています。

なお、上記2.のうち、贈与により非居住者に対象資産を移転
した場合には、国外転出時課税制度の適用を受ける贈与者は
贈与の翌年1月1日においても日本国内に住所を有している可
能性がありますが、その場合も含めて個人住民税は課税しな
いこととされています。

5. 更正決定等の期間制限

所得税に対する更正決定等の期間制限は、原則として、5年
とされていますが、国外転出時課税制度（上記1.または2.）の
適用がある場合（納税管理人の届出および税務代理権限証書
の提出がある場合等は除かれます）の所得税については、その
更正決定等の期間制限が7年とされます。

この改正は、2015年7月1日から施行されます。

Ⅲ 財産債務明細書の提出制度の見直し

これまで、確定申告書の提出義務があり、その年分の総所
得金額および山林所得金額の合計額が2,000万円を超える個人
は、「財産及び債務の明細書」（その年の12月31日において有
する財産の種類、数量および価額ならびに債務の金額等を記
載した明細書）を確定申告書に添付して提出することとされて
いました。

国外転出時課税制度の創設に伴い、この「財産及び債務の
明細書」について、所得税・相続税の申告の適正性を確保する
ため、記載内容を充実させる等の整備が行われました。

1. 提出基準および記載事項の見直し

「財産及び債務の明細書」はこれまで所得税法に規定されて
いましたが、改正により、内国税の適正な課税の確保を図る
ための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律において
新たに「財産債務調書」として規定され、提出基準が以下のよ
うに見直されることとなりました。

改正前 その年分の所得金額が　2,000万円超

改正後

以下の 2つの基準を満たすこと
①		その年分の所得金額が2,000万円超
②		その年の12月31日に有する財産の価額の合計額が3
億円以上

または
	 	その年の12月31日に有する国外転出時課税制度の対
象資産の価額の合計額が1億円以上

記載事項については、「国外財産調書」（その年の12月31
日に有する国外財産の価額の合計額が5,000万円を超える個人

（永住者のみ）が提出する調書）と同様となります。たとえば、
これまで記載を要しなかった財産・債務の所在や有価証券の
銘柄・取得価額（「国外財産調書」においても従前は、取得価
額は記載事項ではありませんでしたが、改正により有価証券
等については取得価額も記載事項に加えられています）等の情
報も記載が必要となります。また、財産の価額については、そ
の年の12月31日における時価または見積価額により記載する
こととなります。「財産債務調書」の書式については、図表3を
ご参照ください。

この改正は、2016年1月1日以後に提出すべき「財産債務調
書」について適用されます。
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2. 過少申告加算税・無申告加算税の特例

納税者が過少申告をした場合または申告すべき所得等を申
告しなかった場合において、納税者による修正申告・期限後
申告書の提出または国税当局による更正・決定（以下、「修正
申告等」という）があったときは、原則として、修正申告等に
よる納税額に対し下記の課税割合を乗じた過少申告加算税ま
たは無申告加算税が課せられます。

加算税 修正申告等による納税額 課税割合

過少申告加算税 50万円または期限内申告税額の	
いずれか多い金額を超える部分

15％

上記以外 10％

無申告加算税 50万円を超える部分 20％

上記以外 15％

「財産債務調書」の適正な提出を促すため、過少申告加算税
および無申告加算税について、「国外財産調書」制度に設けら
れている措置と同様の以下の特例（軽減措置または加重措置）
が適用されることになります。
【軽減措置】

軽減措置が	
適用される場合

期限内に提出された「財産債務調書」に修
正申告等の基因となる財産または債務に係
る記載がある場合

軽減措置の対象税額 ◦		財産債務に係る所得税
◦		財産に対する相続税

軽減措置の内容 過少申告加算税または無申告加算税の課
税割合が 5％軽減される

【加重措置】

加重措置が	
適用される場合

◦		期限内に「財産債務調書」の提出がな
い場合

または
◦		期限内に提出された「財産債務調書」
に修正申告等の基因となる財産または債
務に係る記載がない場合（重要な事項の
記載が不十分である場合を含む）

加重措置の対象税額 財産債務に係る所得税

加重措置の内容 過少申告加算税または無申告加算税の課
税割合が 5％加重される

なお、「財産債務調書」が期限後に提出された場合であって
も、その提出が、財産債務に係る所得税または財産に対する
相続税についての調査があったことにより更正または決定が
あるべきことを予知してされたものでないときは、上記の特例
の適用上、その「財産債務調書」は期限内に提出されたものと
みなされます。

この特例は、2016年1月1日以後に提出すべき「財産債務調
書」に係る財産債務に係る所得税または財産に対する相続税に
ついて適用されます。

図表3　「財産債務調書」の書式

平成　　年12月31日分　財産債務調書

財産債務を
有する者 住所又は居所

氏　　　　名

個		人		番		号

財産債務の
区分 種　類 用　途 所　　　在 数　量 財産の価額	

又は債務の金額 備　考

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

		•
		•
		•

•
•
•

財産の価額の合計額 債務の金額の合計額

（取得価額については、この調書の「財産の価額又は債務の金額」の欄に外書で記載することとされています。）
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本稿に関するご質問等は、以下の者までご連絡くださいま
すようお願いいたします。

KPMG税理士法人
タックステクニカルセンター
マネジャー・税理士　山崎　沙織
TEL: 03-6229-8256
saori.yamazaki@jp.kpmg.com
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